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菊池広域連合長 荒 木 義 行     

 

菊池広域連合告示第 ８ 号 

 

菊池広域連合パ ックコ ント手続要綱  

 

目的    

第 1 条  要綱 菊池広域連合 下 本連合 いう 政策等 企画立案過程

い 広く住民 意見を求 そ 意見を考慮 本連合 意思決定を行う パ

ックコ ント手続 関 必要 事項を定 本連合 住民へ 説明責

任を果 透明性 高い運営及び住民 行政へ 積極的 参画を推進

住民 協働 公正 民主的 本連合運営 資 を目的  

パ ックコ ント手続   

第 2 条  本連合 基本的 政策等 策定 当 そ 趣旨 目的 内容等 必要 事項

を広く住民等 公表 そ 対 住民等 意見及び情報 下 意見 いう

提出を 提出さ 意見 対 本連合 考え方等を公表 提出さ

意見を考慮 本連合 意思決定を行う一連 手続をパ ックコ ント手続 下

本手続 いう いう  

定義   

第 3 条  要綱 い 実施機関 本連合長 監査委員 選挙管理委員会をい

う   

2  要綱 い 住民等 次 掲 をいう  

1  本連合管内域内 住所を 者  

2  本連合管内域内 事務所又 事業所を 個人及び法人そ 他 団体  

3  本連合管内域内 あ 事務所又 事業所 勤務 者  

4  本連合管内域内 あ 学校 在学 者  

5  前各号 掲 ほ 実施機関 行う事務事業 利害関係を 認

者  

対象   

第 4 条  本手続 対象 住民等を対象 実施機関 政策 関 意思決定 係 案

あ 次 各号 該当 下 素案 いう 意見聴

手続等 法 等 定 い 実施機関 特 意見聴 必要性 認



い 断 緊急性を要 認 及び軽微 変更 認 並

び 菊池広域連合情報公開条例 成 18 菊池広域連合条例第 11 号 第 7 条各号 該

当 開示 い 情報 い 限 い  

1  本連合 政策 関 基本構想 計画等 策定又 変更 案  

2  本連合 政策 関 基本方針を定 又 住民等 義務を課 権利を制限

を内容 条例及び規則 分担金並び 負担金 使用料及び手数料 徴収 関

若 く 議員 提案 条例を除く 制定又 改正 案  

3  広く住民等 適用さ 住民生活 影響を与え 制度 制定又 改正 案  

4  そ 他 本連合長 特 必要 認   

  事前予告   

第 5 条  実施機関 本手続 実施 あ 次条 規定 素案及び 条第 2 項各号

掲 資料を公表 前 次 掲 事項を本連合 ー ー へ 掲載

当該本手続 実施を予告  

1  素案 称  

2  素案 対 意見等 提出期間  

3  素案 入手方法  

  素案 公表   

第 6 条  実施機関 素案 関 最終的 意思決定を う 意思決定前

相当 期間を設 当該素案を公表 い   

2  実施機関 前項 規定 素案を公表 併せ 次 掲 資料を公表

う努  

1  素案を作成 趣旨 目的及び背景  

2  素案 概要  

3  そ 他素案 関連 資料  

3  第 5 条第 1 項及び前 2 項 規定 公表 実施機関 指定 場所 閲覧及び

本連合 ー ー へ 掲載 方法等 行う   

4  実施機関 第 2 項各号 掲 資料 対 住民等 資料 追加を求

場合 い 必要 認 や 当該資料を補正 又 追加資料を作成

  

意見 提出   

第 7 条  実施機関 素案 公表 日 原則 30 日間程度 期間を設 素案 い

意見 提出を い   

2  前項 規定 意見 提出 方法 次 掲  

1  実施機関 指定 場所へ 書面 提出  

2  郵便  

3  ァク   



4  電子 ー   

5  そ 他必要 認 方法  

3  意見を提出 う 住民等 原則 住所 氏 そ 他必要 事項を明

い   

意思決定 当 意見 考慮   

第 8 条  実施機関 前条 規定 提出さ 意見を考慮 政策 策定 意思決定

を行う 提出さ 意見 概要及び提出さ 意見 対 本連合 考え方を

公表 い 菊池広域連合情報公開条例第 7 条 規定 開示

い 情報 該当 除く   

2  前項 場合 い 意見 提出者へ 個 回答 行わ い ま 提出さ

意見 多い場合 類似 意見及び 対 本連合 考え方をま 公表

  

3  前 2 項 規定 公表 い 第 6 条 規定を準用   

手続 特例   

第 9 条  素案 関 審議及び意見聴 を行う審議会等 要綱 規定 準 手

続を経 報告書や答申書等を作成 場合 あ 実施機関 基 決定を行

う場合 改 本手続を経 必要 い   

実施責任者   

第 10 条  実施機関 本手続を適正 実施 実施責任者を置く   

2  本手続 実施責任者 各課等 長   

一覧表 作成等   

第 11 条  本連合長 本手続を行 い 案件 一覧表を作成 本連合 ー ー

へ掲載 方法等 常時住民等 情報を提供   

委任   

第 12 条  要綱 定 ほ 本手続 実施 関 必要 事項 定   

附 則  

施行期日   

告示 公布 日 施行  


